
令和３年度 事業計画 

 

Ⅰ 取り巻く情勢 

国は「人生 100 年時代」に向けて、高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢に

かかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指しております。 

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働

く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境

の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）

の一部が改正し、令和３年４月１日から施行する。 

 

（公社）全国シルバー人材センター事業協会においては、令和 6年度までを計画期間

とする「第２次会員 100万人達成計画」を掲げ会員拡大を中心に、センター、連合会と

一体となった事業運営を推進することとしている。 

 

（公社）愛知県シルバー人材センター連合会においては、「第２次シルバー人材セン

ター事業推進中期計画 2021-2024」を令和 3 年度に策定し、シルバー人材センター事業

のさらなる推進と支援を図ることとしている。 

 

（公社）日進市シルバー人材センターにおいては、令和 2年度から令和 6年度までの

5か年を期間とする第 2次中期計画（以下、「中期計画」という。）の２年目を迎える。 

「会員の増強」「就業拡大」「組織運営」「ボランティア活動」「普及啓発」「安全適正

就業」「独自事業」「互助会」の 8つの項目に、18の取組み事項を計画し、令和 6年度の

会員数 675名を目標とした。 

しかしながら昨年来の新型コロナウィルス感染症の拡大という未曽有の事態は、理事

会、入会説明会の休止や就業の見合わせ、各種イベントの中止など、中期計画の推進や

事業運営自体に多大な影響を与えた。 

 

会員状況は、平成３０年度会員数 535人（男 403人、女 132人）平均年齢 75.2歳 

      令和元年度 会員数 519人（男 393人、女 126人）平均年齢 75.6歳 

      令和２年度末見込み 会員数 495人（男 369人、女 126人） 

                             平均年齢 76.1歳 

 

請負・委任等事業契約額実績は、 

  平成３０年度   164,850,142円 

      令和元年度    163,238,038円 

      令和２年度見込み 143,000,000円 



派遣事業契約額実績は 

      平成３０年度    27,143,606円 

      令和元年度     29,192,579円 

      令和２年度見込み  30,200,000円 

 

独自事業売上額実績は 

      平成３０年度    4,398,739円 

      令和元年度     4,722,102円 

      令和２年度見込み  3,300,000円 

 

令和 3年度においては、感染症の収束が見通せない中で、今できることを確実に実施

し、従来の取組みにまし「新しい生活様式」※も取り入れ、事業の理念である「自主・

自立、共働・共助」を念頭に、活力ある高齢者の地域活動拠点として、高齢者の社会参

加や能力活用、就業機会の拡大を積極的に推進する。 

そして、公益社団法人として、社会的使命を果たしていくために、日進市など関係機

関との連携強化を図り、本事業計画を推進する。 

 

Ⅱ 事業の基本方針 

１ 会員の拡大と就業機会の拡大 

①地域社会の日常生活に密着した、高齢者にふさわしい仕事「臨時的かつ短期的な就

業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係る就業」を、一般家庭・

公共団体・事業所等から請負又は委任により引き受け会員に提供する。 

②会員の自主・自立的な組織活動と共働・共助による就業を推進し、地域班及び職群

班を中心に、自主・自立的な組織活動を展開するとともに、新会員の獲得や就業分

野の新規開拓を行う。 

③会員の入会を促進し、特に女性会員の強化を図る、また退会者を減らす取組みを実

施する。 

 

２ 指定管理事業 

①高齢者生きがい活動施設の管理運営を通じて、高齢者の就業機会を提供すると 

ともに、健康の増進と社会交流を図る。 

 

３ 有料職業紹介事業（雇用） 

①「臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る雇用」を 

希望する高齢者に対して就労機会を提供する有料職業紹介事業を実施する。 

 

 



４ 労働者派遣事業（派遣） 

①シルバー事業における高齢者の多様な働き方の一つとして、「臨時的かつ短期的な

就業又はその他の軽易な業務に係る就業」の範囲で行う労働者派遣の推進をし、就

業機会の拡大を図る。 

 

５ 知識及び技能の付与を目的とした講習の実施事業 

①剪定や草刈機の取扱い等、就業に関する技能講習を実施し、会員の知識と技能の向

上を図り、技能を要する職種の就業会員の増強に努める。 

②会員の事故防止や安全就業に関する講習会等を実施する。また、会員の顧客対応へ

の姿勢と意識の向上を図るため、接遇研修等を実施する。 

③女性会員の就業に関する技能講習等を実施し、就業会員の増強に努める。 

 

６ 調査研究及び相談事業 

①全国シルバー人材センター事業協会､愛知県シルバー人材センター連合会､尾東地

区シルバー人材センター事務連絡協議会との連携強化を図り、情報を把握するとと

もに市及び関係団体とも連携を密にして、事業の発展拡充のための調査研究を行う。 

②調査研究として、先進シルバー人材センターへの視察研修を実施する。また、発注

者の意向・要望を就業への反映のため、発注者に対して意向調査等を実施する。 

③「新たな生活様式」対応や ICT※の活用、新たな就業機会の拡大となる事業や取

組みなどの調査研究をする。 

 

７ 安全・適正就業推進事業 

① 安全就業が、センター活動の基本であることを鑑み、会員ひとりひとりの自覚と

安全意識を向上させ、安全就業基準の浸透を図り、安全就業の強化を図る。 

② コロナウィルス感染症状況や会員の高齢化などの背景に応じ、就業基準の再検討、

適正運用に努める。 

 

８ センターの活動等について周知を図る事業 

①市広報誌、ホームページ及びパンフレット等により、本事業への理解と協力、入会

促進や受注拡大を図るため積極的な普及啓発を行う。 

 

９ 事業推進体制 

① シルバー人材センター組織の機能強化を進めるため、総会、理事会、各委員会（安

全適正就業・普及啓発・広報）、の活性化と効率化を目指し、「自主・自立」の活

動の推進を図る。 

② 会員相互に共働・共助の精神及び連帯意識の高揚を図るとともに、職群班会議を

開催し、共通する仕事内容の情報交換し、職群班の整備と自立化を図る。 

③ 業務を適正に執行するため、職員体制を強化するとともに、職員の意識啓発と資



質の向上に必要な研修を実施し、継続的な業務の改善に努め、理事会を中心とし

た組織運営と職場環境の整備を図る。 

④ ICT を活用した業務の効率化を図る。 

  

１０ 独自事業 

① 「子ども用品リサイクルあいさ」や「子どものおさらい教室」「シルバーカルチャ

ー講座」などの独自事業の充実を図る。 

②会員増、特に女性会員の拡大が望める独自事業について、調査研究を行う。 

 

Ⅲ 事業計画 

１ 会員の増強 

（１） 入会の促進 

① 会員入会促進キャンペーンを継続する。 

② 入会説明会の出向開催、「新しい生活様式」に対応した開催、質の向上を図る。 

③ ＷＥＢによる周知、入会手続きを積極的に活用する。 

（２） 退会者を減らすために 

① 高齢者向けの業務の開拓を行う。 

② 未就業会員の希望調査、健康相談等会員でいるメリット事業の検討、推進を図る。 

③ ゴールド会員※を創設する。 

④ 会員の交流の場をつくる。 

（３） 女性会員の強化 

① 女性会員の就業希望調査や就業先を開拓する。 

② 女性対象の講習会を実施し、交流の場をつくる。 

 

２ 就業拡大 

（１） 就業の質の向上 

① 技能の習得、向上をはかる講習会を開催する。 

② 就業態度などホスピタリティ※を向上させる研修を行う。 

（２） 発注者対策 

① 発注者へのアンケート調査を実施する。 

（３） 就業開拓 

① 会員の就業希望を調査、就業先を開拓する。 

② 日進市商工会やＪＡと連携を強化し、地域ニーズを調査し、就業先を開拓する。 

 

３ 組織運営 

（１） 会員主導による自主運営を目指して 

① 各委員会活動の活性化を図る。 



（２） 地域活動の活性化 

① 継続して地域公園清掃、子どもの安全見守り隊を実施する。 

② 地域活動単位である地区班割の見直し検討を行う。 

（３） 事務処理の効率化 

① 会員への緊急連絡などＳＭＳ※の導入により効率化する。 

（４） 職員の適正配置 

① 事務局の将来的なあり方を含めた組織体制について調査研究する。 

② パートタイム・有期雇用労働法を遵守し、臨時職員の適正な雇用環境の維持に努

める。 

（５） 危機管理体制の構築 

① 自然災害時における連絡体制を整備する。 

② 災害時等の事業継続計画を策定する。 

 

４ ボランティア活動 

① シルバー人材センターの普及啓発の一環として、市内の美化を目的とした「奉仕

活動」等のボランティア活動等を実施する。また、子どもの安全を見守る「子ど

も安全見守り隊」等のボランティア活動の推進をする。 

② 有料ボランティアとして高齢者向けのワンコインサービスを推進する。 

 

５ 普及啓発 

（１） 広報活動の強化 

① マスコミへの取材依頼等広告媒体を積極的に利用する。 

② ＰＲ回数を増加する。 

 

６ 安全適正就業 

（１） 安全就業基準の浸透と安全就業の強化を図る 

① 安全適正就業委員による就業先へのパトロ－ルを実施し、就業会員への安全就業

基準の徹底を図るとともに、安全適正就業委員を中心に組織的な安全対策を図る。 

② 安全標語の募集や安全ニュース等を配布し、安全意識の高揚を図る。 

③ 職群別の安全研修会を実施する、また職群班での安全啓発を行い、安全就業基準

の浸透を図る。 

④ ヘルメット等安全保護具の着用と機械器具の日常点検の徹底を図る。 

⑤ 健康管理のため健康診断の受診等への積極的な参加を推奨する。 

（２） 就業基準 

① コロナウィルス感染症の状況、会員の高齢化などの状況に応じた就業基準の再検

討、適正運用に努める。 

 

 



７ 独自事業 

① 女性や高齢者が参加しやすい独自事業の調査研究をする。 

② 子ども用品リサイクルあいさ」「子どものおさらい教室」「シルバーカルチャー講

座」「シルバーサロン」「シルバー農園」などの独自事業の充実を図る。 

 

８ 互助会 

① 「新しい生活様式」の中で多くの会員が参加できるよう互助会活動を支援する。 

 

９ 印鑑省略 

印鑑を省略することにより事後に重大なリスクやトラブルを生ずる可能性が想定

される案件については、執務環境の変化や社会情勢に印鑑省略が浸透するまで印鑑を

押印する。事後に重大なリスクやトラブルが生じる可能性がある案件とは、主に金銭

に関する書類であり、請求、領収、見積、承諾、発注、契約に関するものをいう。 

  公文書については、重要なものを除き省略することができる。 

 

 

 

※新しい生活様式 厚生労働省が推奨する感染症に対する行動変容のこと。 

※ゴールド会員  シルバー事業による就業が困難であるが、地域社会参加活動など就業以外のセンター

活動を行う会員のこと 

※SMS 携帯電話のショートメッセージ機能 

※ICT 情報通信技術 

※ホスピタリティ おもてなし 


